
職員による家屋の実地調査

※税を賦課する対象となるべき物や行為

黒羽田町の住民が参加して行われた防災訓練

(5) 平成25年2月1日 おおたわら市  議会だより

質
問
（
前
野
良
三
議
員
）
平
成

二
十
五
年
度
予
算
編
成
に
向
け
、
市

税
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答
弁
（
市
長
）
ま
ず
、
個
人
市
民
税

は
、
会
社
等
か
ら
の
給
与
支
払
い
報

告
書
や
年
金
支
払
い
報
告
書
、
市
民

税
申
告
書
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書

等
の
課
税
資
料
を
も
と
に
賦
課
を

行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
中
に
は
申

告
を
し
な
か
っ
た
り
、
申
告
を
し
て
も

所
得
の
一
部
が
漏
れ
て
い
た
り
す
る
人

へ
の
対
応
は
、
税
収
の
確
保
だ
け
に
と

歳
入
財
源
確
保
に
つ
い
て

ど
ま
ら
ず
、
公
平
、
公
正
な
課
税
の
実

現
と
課
税
実
務
の
効
率
化
を
図
る
意

味
か
ら
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
大
田

原
税
務
署
や
大
田
原
県
税
事
務
所
と

の
連
携
協
力
体
制
を
実
現
さ
せ
、
対

処
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
確
定
申
告

デ
ー
タ
や
国
税
と
地
方
税
と
の
デ
ー

タ
連
携
が
平
成
二
十
三
年
一
月
か
ら

実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
※ 

課
税

客
体
の
円
滑
な
把
握
に
も
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

次
に
、
法
人
市
民
税
に
つ
い
て
も
、

関
係
機
関
と
の
連
携
協
力
な
ど
一
層

強
化
の
上
、
捕
捉
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
地
図
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
や
航

空
写
真
の
活
用
並
び
に
実
地
調
査
等

に
よ
り
充
実
強
化
を
図
り
、
よ
り
一
層

の 

※ 
課
税
客
体
の
正
確
な
捕
捉
に
努

め
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
市
の
税
の
課
税

客
体
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
調
査
や
情

報
収
集
等
に
よ
り
迅
速
か
つ
正
確
な

課
税
に
努
め
る
こ
と
が
市
の
歳
入
財

源
の
根
幹
を
な
す
市
税
の
確
保
に
つ

な
が
る
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
課
税

客
体
を
迅
速
か
つ
正
確
に
把
握
し
、

公
平
、
公
正
な
課
税
の
実
現
と
課
税

実
務
の
効
率
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

質
問
（
大
豆
生
田
春
美
議
員
）
防
災

に
関
す
る
一
定
の
知
識
を
備
え
、
災
害

発
生
時
に
地
域
な
ど
で
リ
ー
ダ
ー
的

な
役
割
を
担
う
防
災
士
を
増
や
し
て

い
く
た
め
に
、
市
で
は
防
災
士
資
格

取
得
の
講
座
開
催
と
、
そ
の
受
講
費

を
補
助
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
か

伺
い
ま
す
。

答
弁
（
総
合
政
策
部
長
）
自
治
体
や

消
防
な
ど
の
公
的
機
関
の
防
災
力
強

化
と
並
び
住
民
を
主
体
と
し
た
地
域

防
災
力
の
強
化
は
、
自
治
体
と
し
て

の
災
害
対
策
に
お
け
る
主
要
な
喫
緊

防
災
士
資
格
取
得
に
つ
い
て

の
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

防
災
士
に
つ
い
て
は
、
防
災
の
意

識
、
知
識
、
技
能
を
有
す
る
方
々
で
、

ま
さ
に
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に

必
要
な
人
材
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
新
大
田
原
レ

イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ン
後
期
基
本
計
画
に

沿
っ
た
平
成
二
十
五
年
度
の
実
施
計

画
の
中
に
本
市
を
会
場
と
し
た
防
災

士
の
資
格
取
得
の
た
め
の
講
座
実
施

事
業
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

　

市
と
し
て
は
、
今
年
度
か
ら
自
治

会
と
消
防
団
と
の
連
携
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
自
主
防
災
組
織
の
結
成
促
進

を
図
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
防
災

士
資
格
取
得
の
講
座
実
施
に
つ
い
て

も
、
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
事
業

と
し
て
実
施
し
て
い
き
、
防
災
士
を

育
成
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
防
災
士
の
資
格
を
取
得
す

る
場
合
、
防
災
士
研
修
講
座
を
受
講

す
る
ス
テ
ッ
プ
、
資
格
試
験
を
受
験

す
る
ス
テ
ッ
プ
、
合
格
者
に
よ
る
申
請

手
続
の
ス
テ
ッ
プ
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ッ
プ
に
お

い
て
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
市
と
し

て
は
、
可
能
な
限
り
受
講
者
負
担
を

少
な
く
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。


